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2018年7月6日発行（臨時号） 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     宮城労働局メールマガジン 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１． 労働者派遣「３年期間制限」早わかり（Q＆A） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成２７年９月に改正労働者派遣法が施行され、 

同じ派遣先の事業所で３年を超えて働くことは基本 

的にできなくなりました。 

これまで、お問い合わせの多かった事業所単位及 

び個人単位の期間制限につきまして、「労働者派遣 

『３年期間制限』早わかり」Ｑ＆Ａ集を作成し、宮 

城労働局ホームページに掲載しましたので、ご参考 

いただき、派遣労働者の受け入れを適正に実施する 

ようお願いします。 

 

●労働者派遣事業のＱ＆Ａ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/132/13213.html 

 

●労働者派遣「３年期間制限」早わかり（Q＆A） 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/content/contents/000255017.pdf 

 

【お問合せ先】 需給調整事業課 (022-292-6071) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２． 障害者就労支援機関の事業所向け情報交換会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 障害者雇用を検討している事業所から次のような 

ことを聞かれます。 

 ・どういう障害者がいるの？ 

 ・雇用にあたってどのような仕事がいいの？ 

 ・雇用後の就労定着支援はあるの？ 

 障害者の中には、就労支援機関を利用している方 

も多く、その障害者個人の特性は支援機関が把握し 

ています。 

 そのため、就労支援機関と事業所との情報交換会 

（ＥＸＰＯ）を、仙台市内で開催します。 

 事業所にとって障害者雇用のきっかけやヒントを 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/132/13213.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/132/13213.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000255017.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000255017.pdf
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得る機会になれば幸いです。 

 多くの事業所のご参加をお待ちしています。 

 

日時：平成３０年７月１２日（木） 

   １３：３０～１５：３０ 

場所：宮城県庁 ２階講堂 

   仙台市青葉区本町３－８－１ 

 

●詳細はこちら 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/redirectpage20180521shigotosuppo

rteryouseikouza_00005.html 

 

 

【お問合せ先】 職業対策課 (022-299-8062) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★バックナンバー 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/140/141.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★メルマガ配信の停止・配信先の変更 

https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobil

e?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

・当メールマガジンは毎月１回の定期号に加えて、 

 臨時号を随時配信します。 

・新規登録されると、登録翌日の午前10時に最新刊 

 を配信します。 

・文字は、１行の文字数が23文字以上となる大きさ 

 で、かつＭＳゴシックなどの等幅フォントでご覧 

 ください。 

・登録していないにも関わらず本メールが配信され 

 た場合は、他の方が間違えて登録した可能性があ 

 りますので、上記の配信停止の手続きをお願いし 

 ます。 

・当メールマガジンの送信元アドレスは、送信専用 

 となっており、返信できません。 

・携帯メールには対応しておりません。 

・当メールマガジンの内容の全部または一部につい 

 ては、私的使用または引用など著作権法上認めら 

 れた行為として、出所を明示することにより、引 

 用、転載、複製を行うことができます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【配信元】宮城労働局（雇用環境・均等室） 

  〒983－8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 

         仙台第四合同庁舎 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180521shigotosupporteryouseikouza_00005.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180521shigotosupporteryouseikouza_00005.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20180521shigotosupporteryouseikouza_00005.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141.html
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
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  電話 022－299－8834 

  宮城労働局ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

